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１１
月
９
日
、
大
津
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
滋
賀
県
商
工

連
合
会
に
よ
る
商
工
交
流
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
６
月
２０
日
に
国

会
で
「
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
地

方
公
共
団
体
が
小
規
模
事
業
所
に
た
い
し
、
積
極
的
支
援
す
る
責
務

を
有
す
る
こ
と
や
、
今
後
の
各
自
治
体
で
求
め
ら
れ
る
取
り
組
み
に

つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。
松
葉
栄
太
郎
議
員
が
参
加
し
ま
し
た
。 

と
し
、
そ
の
事
業
の
「
持
続
的
な
発
展
・
維

持
を
正
面
か
ら
応
援
す
る
こ
と
を
、
目
的
に

制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

▼
背
景
に
は
、
小
規
模
企
業
の
経
営
を
悪
化

さ
せ
て
い
る
、
①
人
口
減
少
、
高
齢
化
、
海

外
と
の
競
争
の
激
化
、
地
域
経
済
の
低
迷
、 

②
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
原
材
料
高
騰
、
燃

料
費
の
負
担
増
、
消
費
税
増
税
に
よ
る
利
益

減
少
な
ど
、
中
小
企
業
を
と
り
ま
く
課
題
に

配
慮
し
な
い
と
、
地
域
経
済
の
安
定
と
経
済

社
会
の
発
展
は
困
難
と
、
政
権
が
判
断
し
た

も
の
で
す
。 

▼
地
方
公
共
団
体
は
「
小
規
模
企
業
の
振
興

に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま

え
て
、
施
策
の
策
定
お
よ
び
実
施
す
る
責
務

を
有
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
滋
賀
県
で
は

「
滋
賀
県
中
小
企
業
の
活
性
化
の
推
進
に
関

す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
市
町
に

お
い
て
も
県
と
連
携
し
た
支
援
策
が
求
め
ら

れ
ま
す
。 

▼
守
山
市
に
お
い
て
は
、
市
民
や
業
者
か
ら

要
望
の
多
い
「
一
般
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成

制
度
」
や
条
件
が
厳
し
く
使
い
勝
手
の
悪
い

「
小
口
簡
易
資
金
貸
付
制
度
」
を
、
今
後
、

国
・
県
と
連
携
し
な
が
ら
、
今
回
制
定
さ
れ

た
小
規
模
基
本
法
に
則
り
、
拡
充
し
て
い
く

こ
と
が
、
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

▼
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
成

立
は
、
１
９
６
３
年
の
中
小
企
業
基
本
法
以

来
、
５１
年
ぶ
り
で
す
。
１
９
９
９
年
に
改
正

さ
れ
た
「
多
様
で
活
力
の
あ
る
成
長
発
展
」

へ
と
い
う
理
念
は
維
持
し
つ
つ
、
今
回
大
き

く
前
進
し
た
の
は
、
中
小
企
業
の
９
割
を
占

め
る
３
３
４
万
社
の
小
規
模
事
業
者
。
す
な

わ
ち
「
個
人
事
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
従
業

員
が
５
人
以
下
の
事
業
者
」
を
「
小
事
業
者
」

◆
政
府
税
制
調
査
会
の
総
会
に
、

「
配
偶
者
控
除
」
の
見
直
し
案
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
政

府
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
や
与

党
で
議
論
さ
れ
、
２
０
１
６
年
度

か
ら
「
改
正
」
を
目
指
す
と
し
て

い
ま
す
。 

◆
見
直
し
は
５
案
で
す
が
、
大
き

く
分
け
て
三
つ
。
①
完
全
に
廃
止

②
夫
婦
控
除
の
創
設
③
移
転
的

基
礎
控
除
の
創
設
。
し
か
し
、
②

③
は
い
ず
れ
も
収
入
に
よ
っ
て

不
公
平
が
生
じ
問
題
が
残
る
内

容
。
政
府
は
「
完
全
に
廃
止
」
を

目
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
と

ん
で
も
な
い
負
担
増
と
な
り
到

底
、
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

◆
安
倍
政
権
は
「
女
性
が
輝
く
社

会
」
を
成
長
戦
略
と
し
、
配
偶
者

控
除
の
基
準
と
な
る
、
妻
の
収
入

１
０
３
万
円
が
、
働
く
意
欲
の
障

害
に
な
っ
て
い
る
の
で
見
直
す

と
し
て
い
ま
す
が
、
個
人
の
事
情
は

さ
ま
ざ
ま
。
子
育
て
や
在
宅
介
護
な

ど
の
た
め
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き

た
く
て
も
働
け
な
い
人
も
多
く
い

ま
す
。
ま
た
、
家
族
経
営
の
中
小
零

細
事
業
者
も
配
偶
者
控
除
が
廃
止

さ
れ
れ
ば
、
所
得
減
と
な
り
ま
す
ま

す
生
活
が
厳
し
さ
を
増
す
こ
と
は

必
至
で
す
。 

◆
年
少
扶
養
控
除
の
廃
止
に
続
き
、

配
偶
者
控
除
の
廃
止
は
子
育
て
世

代
へ
の
負
担
増
に
な
り
、
そ
の
上
、

来
年
１０
月
か
ら
の
消
費
税
１０
％
、

年
金
の
減
額
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
費
の
負
担
増
、
円
安
に

よ
る
食
料
品
の
値
上
げ
な
ど
、
も
う

こ
れ
以
上
の
国
民
い
じ
め
は
許
き

れ
ま
せ
ん
。 

◆
解
散
総
選
挙
が
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。
ど
の
分
野
で
も
、
国
民
の
思

い
と
乖
離
す
る
安
倍
暴
走
政
治
に

Ｎ
Ｏ
の
審
判
を
下
し
ま
し
ょ
う
。 

 
１４００万人に影響・６０００億円の負担増！ 

 


